


 

（3）外省人 
台湾においては外省人とは、1945 年に日本の敗戦で日本による統治24終了後、中国大陸で中国国民党

と中国共産党との内戦が勃発し、敗れた国民党が中華民国中央政府とともに台湾に逃げ込んだ人々人

とその子孫を指す。本省人と区別する意味で用いられ、彼らは日本に代わり、政治の実権を握りつつ、

中華民国を成立させた。社会的には「中華文化」を普及された。彼らは大陸への帰属意識が強いのが

特徴であったが、近年では、外省人の家系の中から生まれも育ちも台湾という世代や、本省人との通

婚するケースも増えている。そのために、外省人の本土化も徐々だが進んでいる。また、台湾独立を

求める人たちの中には、この言葉を台湾が中国の一省であることを前提とした表現であることを忌避

し、中国系台湾人(外省人を独立台湾の国民と認める立場から)や中国人と呼ぶ傾向がある。李登輝元

総統や民進党の政治家は台湾社会の軋轢を埋めるため、外省人が新住民・新台湾人として台湾帰属意

識を高めることを求めている。しかし、その中には外省人を外国人とよび、独立した台湾の国民と認

めず、中国大陸に帰るべきだと主張する人も、ある程度存在する。北部では少ないが、南部では民進

党寄りの政治家や政府関係者が失言したり、民進党支持者が外省人政治家にそのような罵詈雑言を浴

びせる光景もしばしば見られる。 
 
5、新しいエスニシティの産生 
1993 年末に台湾政府は「南向政策25」を推進し、安い労働力を求めた拠点の移転先として、東南アジ

ア諸国の比重を高めることを目指した。そのために、過去 10 年間に台湾から東南アジアや欧米諸国

への移民は 13 万人程度になった。しかし最近では、労働力の不足や、出生率の低下、高齢化といっ

た現象が甚だしくなり、現在の台湾は移民の輸出国から、受入れ国へと変化しようとしている。 
台湾内政部警政署の『在華外国人概況』によると（表１）、台湾総人口約 2,300 万に対して、外国人に

対するビザである「外僑居留証」や「停留証」を収得し、台湾に長期居留する外国籍出身者は 2006
年末で 55 万 2382 人である。なお、この数字には中国籍の統計は含まれていないため、中国大陸籍出

身者も含めれば、国内の総人口に占める非中華民国籍出身者の割合は、日本のそれを遥かに上回るも

のとなっている26。台湾において特徴的なのは、職業や在台身分において、国籍や性別に偏りがある

こと特徴であり、その中でも、台湾人男性との婚姻により台湾に移住する女性や移住者に占める女性

の割合が年々増加し、「移動の女性化」傾向も顕著にみられる。こういう傾向は、1980 年後からブー

ムになった。地位の比較的に弱い台湾の男性は婚姻の仲介の業者を通して東南アジアの女子に妻を娶

り、台湾の外国籍の配偶者の割合は急速に成長した。1990 年後に、台湾の外国籍の配偶者人数は次第

に増加し、台湾メディアは、その中の女性の配偶者について、「新婦」の呼び方を付けた。例えば、イ

ンドネシア籍者の呼び方は「インドネシアの新婦」、中国大陸籍者は「大陸の新婦」などである。また、

                                                  

24 日本統治時代 (台湾)：台湾の日本統治時代は、日本戦争の敗戦に伴い清朝が台湾を日本に割譲した 1895

年 4 月 17 日から、第 2次世界戦争後の 1945 年 10 月 25 日に、中華民国統治下に置かれるまでの植民地支

配の約 50 年間を指す。 

25中国一極集中を回避するために、台湾企業の東南アジア進出を積極的に後押ししている政策。 

 
26総務省の統計によれば、2004 年末現在における日本の総人口は約 1億 2千万に対して、外国人登録

者数 197 万 3747 人である。  



 

このような外国籍配偶者との間に生まれた子供は、「新台湾の子」と呼ばれている。 
 
表 1「停留査証」または「外僑居留証」所持の外国籍居留者数 

年 合計 タイ フィリピン インドネシア アメリカ 日本 
マ レ ー シ

ア ベトナム その他 
1997 339,593 129,135 101,898 26,026 22,149 20,494 8,020  32,691 
1998 379,848 132,111 112,319 35,012 24,807 27,465 9,224  38,910 
1999 405,989 142,310 118,119 54,709 20,417 19,186 9,174  42,074 
2000 453,548 144,732 98,672 92,236 23,982 23,408 8,867  61,651 
2001 445,762 130,367 73,452 106,516 23,715 25,524 9,024  77,164 
2002 468,576 116,628 72,884 109,232 26,209 26,452 9,266 73,970 33,935 
2003 458,328 111,662 84,119 73,783 21,740 15,653 8,526 110,355 32,410 
2004 526,049 114,366 94,473 47,971 29,447 32,347 10,817 153,533 43,095 
2005 542,777 107,335 98,771 70,741 30,084 32,467 10,534 147,827 45,018 
2006 552,382 101,699 92,859 105,779 29,345 33,629 12,512 129,217 47,342 

出所：内政部統計処「内政統計通報 2007 年第４週」。 
注：中国大陸籍（香港・マカオを含む）は含まず。 
 
 
新移民の急増 
出生率の年々下がる台湾は、現在「少子化」問題に直面し、台湾籍の母の出産率は急速に下がったが、

外国籍配偶者による、「新台湾の子」は急速に増加した。（図の 1） 
               図 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：内政統計通報 
http：//sowf.moi.gov.tw/stat/week/week9503.doc 
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http://www.nhu.edu.tw/~society/e-j/64/64-52.htm 
表 2 各県・市別の外国籍配偶婚姻登記数 

 
婚姻登記総

数 
外国籍配偶者

数 
大陸籍（香港、マカオ含む）

配偶者数 
外国籍及び大陸籍配

偶者数比率 

台北県 24,964 2,417 3,099 22.10% 
宜蘭県 2,636 257 232 18.55% 
桃園県 13,167 1,478 1,452 22.25% 
新竹県 3,542 384 309 19.57% 
苗栗県 3,468 460 373 24.02% 
台中県 9,654 847 751 16.55% 
彰化県 7,731 657 486 14.78% 
南投県 3,006 314 252 18.83% 
雲林県 4,239 537 359 21.14% 
嘉義県 3,241 433 353 24.25% 
台南県 6,405 605 514 17.47% 
高雄県 7,911 774 813 20.06% 
屏東県 5,066 545 480 20.23% 
台東県 1,381 162 109 19.62% 
花蓮県 2,061 229 198 20.72% 
澎湖県 493 72 28 20.28% 
基隆市 2,406 229 308 22.32% 
新竹市 2,781 239 232 16.94% 
台中市 6,408 574 681 19.58% 
嘉義市 1,440 126 115 16.74% 
台南市 4,344 362 347 16.32% 
台北市 15,318 1,326 1,817 20.52% 
高雄市 8,974 767 1,113 20.95% 
金門県 440 10 158 38.18% 
連江県 64 4 20 37.50% 
合計 141,140 13,808 14,599 20.13% 

出典：内政統計通報 2006 年 
統計サービスネット：http：//sowf.moi.gov.tw/stat/week/week9503.doc 
 
表 2 により、非中華民国籍の配偶者との婚姻は、すでに台湾における婚姻総数全体の 20.1%を超えて

おり、このような外国人配偶者数から判断すると、新生児約 7.5 人につき、1 人が台湾人と外国籍配

偶者の間に誕生した子供という計算になる。 
内政部の資料によって、2007 年の 1～2 月の新生児の中で、母の国籍は、本国者の男性の新生児は 1
万 4771 人、女性の新生児は 1 万 3513 人で、合計で 2 万 8284 人である。母は大陸の香港とマカオ者
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の男性の新生児は 837 人、女性の新生児は 739 人で、合計で 1 万 576 人である。母は外国籍の男性

の新生児は 984 人、女性の新生児は 876 人、合計で 1860 人である。2007 年 1～2 月の新生児を統計

し、外国籍の配偶者は大陸の香港とマカオと外国籍の人の子女数はすでに 3436 人があり、およそ出

生率の 11％を占めた。このような高い割合は、外国籍配偶者の子女の教育の問題と学校教育に衝撃を

与えた。 
 
6、新移民問題の分析 
多国籍婚姻による新しい移住の波の下で、新しい移住者の女性は台湾の経済的な動機は、主に台湾に

嫁がせた元の家族の苦しい経済状況を改善することにある。新しく移住してきた女性は、台湾に入っ

た後に、言葉、文化、生活習慣、風習及び、環境などに適応する際に様々な問題に直面する 
一方、これらの外国籍配偶者、特に東南東アジアや中国大陸出身配偶者の中で、小学校や中学校卒業

程度までの学歴しか持たない配偶者は 6 割前後を占めている。また、彼女達の配偶者である台湾人男

性の多くも学歴や階層が低く、子供に対する教育熱の高い台湾では、とりわけ東南アジアなど途上国

からの配偶者の子供の教育や言語習得などへの影響も懸念されている。 
そこで、国際婚姻が直面している多くの問題は次の通りである。 
（1）生活適応の問題 
外籍配偶者は台湾に嫁がせて来て、違う言語、生活習慣、風習の文化と環境を持ち、様々なカルチャ

ーギャップと生活の適応問題が生じる。その中に、人間関係の構築は最も難しい課題である。長期的

に不安定な情緒により、ホームシックになり、泣き、怒り、焦慮、後悔などの症状は、子女に対して

マイナスの影響を与える恐れがある。 
（2）経済、教育、文化の弱い族群 
多数の外国籍の配偶者を妻としてめと、男性は社会的地位が低い。教育の程度と経済の収入も低く、

そのために子女に良好な学習環境と十分な学習資源を提供することができない、家庭の不和に直面す

るとき、社会の支援を求める能力が不足し、効果的に家庭の問題を解決することができない。これら

の原因により、彼らの子供の人格の発展と情緒に不良な影響を受けることが懸念される。 
（3）婚姻暴力の問題 
多数の外国籍配偶者は、仲介を通して婚姻を売買したような感じで台湾に来た。そのために、感情の

基礎が薄弱で、お互いに信任しない状況になりやすい。外国籍配偶者は生活上に意思疎通の問題が存

在するために、家庭暴力発生の温床になっている。また、東南アジア家庭の中に、姑の地位は台湾ほ

ど崇高ではない。そのために、多少外国籍配偶者は姑との付き合いには問題が出て家庭暴力が発生し

た。 
（4）子女の教養の問題 
内政部『外国籍と大陸配偶者の生活状況調査』の調査によると、医療衛生の需要の上で、外国籍の配

偶者が新生児・育児の知識と幼児健康検査などの情報を受ける必要がある。一部分の若い外国籍配偶

者は、子供の養育に知識不足、子女に対しての教育や文化の認識が足りないために様々な問題が出た。 
外国籍配偶者の子女の両親は社会的に地位が低いために、家庭教育が比較的に放任できであり、家庭

のメンバー間で交流がしにくく、家庭の対立が頻繁に生じ、母親の言語能力が低く、家事の生計など

に忙しいなど不利な要素が多く、外国籍配偶者の子女は行為や態度の上でマイナスの影響をもたらし、

学業業績は比較的低く、言語のレベルも低いという現象がある。外国籍配偶者は子女の学業と人徳に

ついての教育も比較的に重視しない。そのために、これらの「新台湾の子」が学校でよく不良行為を
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現れやすい。 
（5）就業権益の問題 
多数の外国籍配偶者は、貧乏な家庭から来た。彼女たちは、母国にいる家族を養う必要がある。外国

籍の配偶者は、居留外国人の居留証明書を得ると台湾で働くことができるが、法律規定には申請の資

格はかなり厳格で、多数の雇い主は外国籍の移民者を招聘したくない。そのために、順調に合法的な

仕事を得る機会が自然に減る。その他に、多数の外国籍の配偶者は学歴が低く、専門の技術職に勤め

るとき、字が読めないことがよくあるために、就職訓練を受け入られないこともある。 
（6）社会差別の問題 
メディアの報道の中で、外国籍の配偶者は、問題の被害者や社会的地位の低い人だというイメージで

報道されている。例えば、「台湾砂金の採集者」、「家の粗暴な被害者」などである。教育の程度と生活

水準の低く、その上に東南アジア諸国の経済発展は台湾より遅れているので、様々な差別や偏見を受

けやい。また、これらの地域殻の女性との婚姻の場合、金銭が介入する売買婚や偽造結婚による婚姻

が多いことも、そうした差別の横行を招く一因にもなっている。一方、外国籍の女性と結婚した男性

も、外部から異様な目で見られ、圧力を受けて精神的に圧力を受けやすくなっている。 
 
7、外国籍配偶者問題をめぐっての対策案 
以上の様々な問題に対して、政府がいくつの対策案が実施している。例えば、教育部では 2002 年度

より、外国人居留証と中華国国籍を持つ者が小学校付設の「補講」や「進修学校」で初等・中等教育

を修めた場合、そこで習得した単位を正式な学歴として認めることが規定されている。また、内政部

が 1999 年度から「外国籍花嫁生活適応指導プロジェクト」を発足させた。また台北市も、移民と市

民の文化交流を目指したイベントの開催などに取り組んでいる。民間レベルでは、東南アジア系婚姻

移民を支援する NPO「南洋姉妹会」が高雄県美濃鎮と台北県永和市を拠点に活動を展開し、その他

の地方でも、「社区」活動の展開の中で「親子読書会」や「ママの教室」といった活動を立ち上げてい

る。 
 「多元文化社会メカニズム」に関連して、「新台湾の子」の学習を支援するために、2004 年 7 月か

らは、彼らは優先的に公立幼稚園に入学できることになった（中国時報電子版 2004 年 7 月 10 日）。

また、2009 年現在、台湾各地の各市政府所管の各戸政事務所では、外国籍配偶者のための「新移民生

活補導班」や「外籍配偶生活適応補導班」など開かれ、中国語や台湾語の講座をはじめとして、外国

籍配偶者の台湾社会への適応の生活支援のためのクラスも開かれるようになった。 
以上を考察したにで、ここでは外国籍配偶者の問題に 2 つの面から提案してみた。 
 
（1）、外国籍配偶者の自身 
①積極的に中国語の課程に参与 
言語の疎通は、配偶者にとって台湾の文化や習慣を学ぶ上で重要である。彼女たちは、コミュニティ

や学校が創立した予備校と中国語の識字班に積極的で、開放的な気持ちで参加したら、カルチャーギ

ャップの発生を減らすのには役に立つと考えられる。 
②社会のネットワークを広く開拓 
コミュニティが催す活動に対して、外国籍の配偶者は開放的な態度で参加するのが重要である。こう

いう社会交流活動を通して、同世代間での接触の機会が増加し、よりよい人間関係が確立できる。コ

ミュニティも、外国籍の配偶者の心身が困難な時にパイプとして勤めることができると考えられる。 
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2、 学校教育 
① 学校の行政の方面 
多くの研究により、外国籍の配偶者の子女の学業上の態度は立ち後れる状態があるので、外国籍配偶

者の家庭経済の要素をよく考慮し、学校は「授業の後で補習クラス」を創立することが必要だと考え

られる。 
② 教師の面 
教師は、外国籍の配偶者に関連している補助教材を提供すべきで、多元の文化教育に溶け込んで、多

元の教授方式をとって、適切な教師と学生のインタラクティブな関係を確立して、調和がとれた教師

と生徒の関係を構築する必要がある。教師は授業で多元文化の授業を実施することができ、多元文化

の認知に関心を持って、異国の文化に溶け込んで、外国籍の配偶者の子女に母の故郷を認めさせ、自

己のアイデンティティーを理解することを強化すべきである。 
 
8、終わりに 
台湾では、外国籍配偶者は次第に台湾に入り、一時期ブームとなった。彼女は台湾の新しいエスニシ

ティになったが、社会上では地位が低く、多くの社会問題をもたらした。群族が異なる特質の台湾で

は、多元文化を受け入れる素養は不足しており、大衆がこれらの多国籍の婚姻の移住者を受け入れて

認めにくい状況にあった。台湾の国民や政府は、多国籍配偶者の問題を正視すべきだと考えられる。

またその多元文化を尊重し、積極的に問題を解決することにより、台湾は世界のグローバル化におい

て、競争力と影響力を持つようになると考えられる。 
 
9、参考文献とインターネットの引用 
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酒井亨『台湾入門』、日中出版、2001 年 
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2008 年 
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多文化と伝統：外国人力士に対する日本人の感情の変化 
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はじめに 
 
近年、相撲界において、伝統の保護と相撲の存続。その 1 つが外国出身力士をめぐる問題であ

る。外国人の入門志願者は、明治 10 年代(1877-1886)に当時、横浜に寄留していた相撲好きの外

国人が、角界入りを希望して新聞に載ったのが初めてだとされている。この時は入門には至らな

かったがその後、明治 20 年代(1887-1896)にはウェブスターという巨漢が来日、東京と大阪の力

士たちと合併巡業を行い、評判となった。初めての外国出身力士１が誕生したのは、1934 年アメ

リカ･ロサンゼルス出身で日系二世の平賀であった。その後、6 人の外国出身力士が誕生し、豊錦

は幕内まで上がったが、戦前の外国出身力士はいずれも日系人であった。純外国人力士の誕生は、

1964 年にアメリカ・ハワイから来日した高見山(現東関親方)である。彼が、外国人力士のパイオ

ニアとなり、その後、大関や横綱になる外国出身力士の誕生など、現在までに 21 カ国 163 人の

外国人が、力士となり土俵に上がっている。現在では、モンゴル、ブルガリア、ロシア、中国な

ど、12 カ国 55 人の多彩な外国出身力士がいる(図 3、4)２。外国出身力士は、全番付力士の約 0.8
パーセント（番付力士 685 人）に過ぎないが、力士の数が減少しているのに対し、外国出身力士

はじめに 
1. 大相撲の国際化 
2. 外国出身力士と国民感情 
2-1. 第 1 期：1964 年－1987 年 
2-2. 第 2 期：1988 年－1992 年 
2-3．第 3 期：1993 年－2002 年 
2-4．第 4 期：2003 年－現在 
おわりに 
参考文献 
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には増加が見られる（図 1）。相次ぐ不祥事やつらい修行など、相撲に対するイメージが悪化し入

門志願者の減少が見られる相撲界において、増加する外国人入門志願者は救世主でもあるだろう。

しかし外国出身力士の躍進を前に、2002 年 2 月に外国人枠が設けられ、外国出身力士は 1 部屋

に 1 人との規定が設けられた。実際、幕内力士 42 人のうち、14 人は外国出身力士であり、外国

出身力士がいかに活躍し、上位へ進出しているかが分かるだろう（2009 年 1 月現在）。そして、

その活躍とともに外国出身力士に対する問題も多く指摘されるようになった。 
 本レポートでは、まず外国出身力士が入門する契機となったと考えられる大相撲の海外巡業の

歴史を取り上げる。その上で、戦後の高見山から現在に至るまでを 1964～1987 年、1988～1992
年、1993～2002 年、2003～現在と４つに区分し、各時期で外国出身力士が日本人の感情に影響

を与えたと考えられる出来事を取り上げる。各出来事に関する新聞記事やインターネットのコラ

ム、書籍の記述を検証し、外国出身力士の歩んできた経緯と日本人の外国出身力士に対する感情

の変化を検証し、日本における伝統文化と多文化社会の関係を考察する。 
 
図 1．外国出身力士数の変化 

 
相撲協会提供資料にて作成 

 
図 2．幕内における外国出身力士数の変化 

 
相撲協会提供資料にて作成 
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1．大相撲の国際化 
  
相撲が外国人に知られるようになったのは、幕末のことである。1857 年にペリーが日本に上

陸した際に、横浜で力士たちが荷駄夫として米俵を運び、そのとき海員と幕下力士たちが相撲を

取ったとされている。そのような中で今日、大相撲で多くの外国人力士が活躍している状況を語

る上で、見逃すことができないものは、外国出身力士と海外巡業の関係である。 
 力士たちが日本から海外へ渡ったのは、1907 年の常陸山(ひたちやま)一行であった。当時、横

綱であった常陸山は弟弟子の近江富士、平田山、和歌ノ浦の 3 力士を伴って渡米し、セオドア･

ルーズベルト(Theodore Roosevelt, Jr.)と単独会見をし、当時世界一の力持ちと評判だったアレキ

サンダーというスウェーデン人と力比べをして引き分けるなど、各地で話題をまきながら、ヨー

ロッパを経て、シベリア経由で帰国した。つぐ、1910 年には、京都相撲がヨーロッパ巡業へ行

ったが、失敗に終わった。 
 大正に入り、1914 年 6 月に横綱太刀山(たちやま)・鳳(おおとり)一行が、1921 年 6 月には横綱

大錦・栃木山の一行がハワイで巡業を行った。この際に、栃木山は相撲普及のため、実際に指導

を行い、その後も弟子のうちから数人の力士たちを相撲教師としてハワイに派遣した。また、1926
年には、大阪大角力協会が台湾の台北で、本場所を興行した。 
 第 2 次世界大戦中は、皇軍慰問を目的とした中国・朝鮮巡業が行われた。負の遺産ともいえる

2 つの巡業であったが、戦後この巡業が契機となり、中国･台湾･朝鮮からの力士が生まれている。

戦後は、1951 年 6 月に高砂・大ノ海一行がアメリカ巡業を行い、アメリカ人レスラーに混じり

興行を行い、同年 8 月には武蔵川・秀ノ山一行が相撲連盟の招きで、ブラジルへ渡った。その後、

日本が経済成長期に入り、1962 年と 1964 年にそれぞれ 36 名、51 名の大所帯でハワイ巡業を行

った。1965 年には、前年の 1964 年に来日したソ連のミコヤン副首相（Анастас連のミコ

ヤン副首相盟の招きで、ブ）が、蔵前国技館で観戦した相撲に感動し、力士を招待したことで初

の海外公演が実現した３。大鵬以下 4 横綱 3 大関を含む 48 名の力士により、モスクワ･ボリジョ

イサーカス劇場とハバロフスク・レーニンスタジアムで行われた公演は、大歓迎を受けた。1973
年には、日中国交正常化を祝い、十両以上の全力士と一部幕下を含めた 120 人もの力士たちによ

る中国公演が実現した。北京市工人体育館と上海市風雨操場で行われた公演には、周恩来首相以

下の要人も参加し、廖承志中日友好協会会長がかつて日本に学び、早稲田大学の学生時代、栃木

山の四股名で相撲を取ったことから、春日野が「その弟子」と紹介され、中国側に春日野の栃錦

時代の化粧回しを贈呈した。1980 年にメキシコのメキシコシティーで、また 1985 年にはアメリ

カのニューヨークで公演が行われ、アメリカ公演では団長の春日野理事長に中曽根首相よりレー

ガン大統領への親書を託され、千代の富士は国務省で政府高官を前に雲龍型の横綱土俵入りを披

露した。その後、1986 年にヨーロッパ初の大相撲公演となるフランス公演がパリで行われ、1990
年にブラジルのサンパウロで 1991 年にはイギリスのロンドンで興行が行われた。 
 巡業もハワイや 1992 年にはスペインのマドリッド、ドイツのデュッセルドルフで行われ、

近年では、モンゴル出身力士の活躍からモンゴルで巡業が行われている。こうした数々の興行・

巡業に伴い、外国出身力士は戦後、急激に登場するようになった。海外巡業は、相撲を知らない

海外の国へ相撲を伝え、外国出身力士を誕生させる礎となったのである。 
 
２．外国出身力士と国民感情 
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相撲界の中で外国人力士たちは一歩一歩着実に、先の力士の足跡をたどるように前進して 

きたといえる。戦後初めての外国出身力士となった高見山（Jesse James Wailani Kuhaulua：
ハワイ）は、1972 年に外国出身力士として初めて幕内優勝を果たし、高見山の後に同部屋へと

入門した小錦（Saleva'a Fuauli Atisano'e：ハワイ）は、優勝 3 回と 1987 年には外国出身力士

初の大関への昇進を果たした。その後、曙（Chad George Haaheo Rowan：ハワイ）が 1993 年

に初の外国出身横綱となり、1999 年には武蔵丸（Fiamalu Penitani：ハワイ）も横綱となり、

貴乃花・若乃花の兄弟横綱とともに外国出身横綱の 2 人が相撲界を牽引した。 
 当初、相撲界は外国出身力士の登場を快く歓迎していた６。この相撲界の姿勢を『物語に本相

撲史』の中で、川端要壽は以下のように分析している。 
    相撲協会の体質は元来、保守的でありながら時流を見るのに敏感である。戦後、数々の

海外興行はまさに時流に乗った協会の体質としか思えない。外人力士の採用もその一環で

あった。協会幹部の思惑は多分、「相撲はもともと日本人から生まれ、日本人に最も適し

た格闘技で、足腰の弱い外国人には向かない。彼等はたとえ幕内力士にまで進出しても、

あくまで土俵上の傍役的存在で、しかも海外興行には欠かせない存在である」としていた

のだろう７。 
このように相撲協会の時流を見る目と、相撲は外国人にむかないとした考えが、外国出身 

力士を快く歓迎する方向へ誘ったのだと考えられるのである。しかし、現在、幕内に数えるほど

しかいなかった外国人力士は 14 人に増え、幕内力士全体の約 30 パーセントをも占めるようにな

った。今や相撲界を支えているのは外国出身力士といっても過言ではない。そのようななかで、

日本人の外国出身力士に対する感情はどのように変化し、また相撲は外国出身力士という異なる

文化に対し、どのような対応をしてきたのだろうか。 
 

2-1．第 1 期：1964 年‐1987 年 
 
 1964 年‐1987 年に活躍したのは、ハワイ出身の高見山と小錦であった。高見山以前の外 
国出身力士は、日系人ばかりで体格も日本人力士と変わらず、成績も前頭にまでなった力士 
が１人いたが、その他の力士は十両にも上がれなかった８。そのため、上述の川端の相撲界 
に対する考察のように、日本人もまた「相撲は日本のものであり、外国人が活躍できるわけ 
がない」という考えを抱き、脅威と感じることも、外国出身力士を意識することもなかった 
と考えられる。日本人にはない破格の巨漢を持つ力士の誕生は、外国出身力士に対する日本 
人の感情に大きな転機をもたらした。この時期に起こった出来事として、以下の 3 点を検 
証する。 
  1．高見山の幕内昇進と、新入幕での敢闘賞受賞 
  2．名古屋場所（7 月）で高見山が外国出身力士として初の幕内優勝 
  3．小錦が外国出身力士初の大関昇進 
まず、1968 年に高見山が初土俵から 4 年目にして入幕を果たし、新入幕で敢闘賞を受賞 

（9 勝 6 敗）したことは、日本人が外国出身力士を意識する契機となった。ロバート･ホワイティ

ングの著作、『ガイジン力士物語』の中で高見山はホワイティングとのやりとりで、幕入り後か

ら外国出身力士という立場ゆえの非難を浴びせられたことを明かしている。 
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   ロバート：自分を「アウトサイダー」だと感じたことはあるかな。ここは自分の居場所じ

ゃないと感じたことは。 
   ジェシー（高見山）：うん、時々ね。十両に上がり、やがて幕内入りを果たした直後のこ

となんだけど、差出人の住所のない手紙が来た。年配の男性なんだけど、かなり

達筆な英語で「相撲は日本人のものだ。アメリカへ帰りたまえ」とかいてあった

よ。（中略）3 回手紙が来た。 
   ロバート：同一人物？ 
   ジェシー：うん。サンフランシスコのフミコとかいう女性も、僕が相撲界にいるとプロレ

スみたいになるからやめるべきだって雑誌に書いてた。（中略）時々、「口」でも

言われるよ。酔っ払いに「とっとと帰っちまえ！」って９。 
 「外国人が活躍できるわけがない」と考えてきた国技の相撲で外国出身力士が活躍する姿 
は、日本人にとって小さな驚きと、焦りを生み出したのだろう。さらに、1972 年の名古屋 
場所（7 月）に高見山が外国出身力士として初めての優勝を果たしたことは、日本人に大き 
な驚きと、角界に対する焦りを生み出した。優勝を決めた翌々日の 7 月 18 日の『毎日新聞』 
の「余禄」は、「意外なことになった」から文章が始められ、以下のように続いている。 
    大相撲名古屋場所の優勝を、外人力士の高見山にさらわれた。（中略）国技とは、 
   日本人の血と汗で練りあげたものだ。国技に不可欠な「心技体」の三要素を外人が会 
   得するのは至難なことだといわれた。この「神話」がぶちこわされたのは、8 年前の 

東京オリンピックだった。柔道の無差別級で日本代表はオランダのへーシングにおさ 
えこまれ、金メダルを奪われた１０。 

 優勝を高見山に「さらわれた」と表現し、8 年前のオリンピックの柔道でヘーシングに金 
メダルを獲られたことを引き合いに出したこの文章は、高見山の優勝が日本人にとっていか 
に予期せぬ出来事であり、ショックを与えたのかが窺えるだろう。また、「相撲界全体の底 
が浅くなっている」や「稽古に緊張感がなくなった」など、相撲界の堕落を指摘する声も上 
がり、力は強いが技がなく勝てないと考えていた外国出身力士の予想外の優勝で、相撲を見 
直す動きも出てきた１１。 
しかし、一方で言葉や食事の違いを乗り越え、封建的な社会の中で外国人の弱点とされる 

足腰の弱さを厳しい稽古で克服した高見山に賛辞を送り、「大相撲史の新ページ」など高見山の

優勝を歓迎していたことも事実であった。 
    高見山に陽杯。国技が泣く？ケチなことをいいなさるな。相撲は世界の相撲になってき

たのだ１２。 
優勝を果たした翌日の新聞には、上述のような記者コメントも掲載され、高見山の優勝にショ

ックを受けた日本人のナンセンスさを笑った。1987 年に小錦が大関に昇進すると、「国技、世界

へ広がった」と外国出身力士初の快挙を祝福した。当時の新聞には、以下のように各界の著名人

から寄せられた祝福のコメントが記載されている。 
   めでたいことだ。小錦を土俵から外すと、相撲が地味でつまらなくなる。（漫画家・黒鉄

ヒロシ） 
 外人力士が大関になれば、今以上にファン層が広がる。角界のためにも良いことだ。      
（横綱審議委員会委員／衆議院委員・稲葉修） 
 相撲は日本の国技で日本の文化に根ざしたものですが、体と体のぶつかり合うその魅力か
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ら、外国人の間にもファンがたくさんいます。国際的にも人気が出ている今、小錦関が大

関になることは、外人力士やこれから相撲を目指そうという外国人にも大いに励みになる

はずです。（テレビキャスター・幸田シャーミン）１３ 
また、「文化の違いを乗り越えて精神面でもよく頑張ってきた結果だと思う」や「外人は言葉

や生活習慣の違いなどハンディを負い、それを乗り越え一人前になるには人一倍稽古をしないと

だめ。小錦は外人でもやればできることを実証してくれた」など、小錦自身の努力を賞賛する声

も多くあがった。 
 このようにこの時期は、外国出身力士の存在を意識し始めるとともに、「国技」である相撲が

外国出身力士に奪われてしまうのではないかという不安が生まれた一方、外国出身力士の活躍を

相撲が国際的なスポーツになるきっかけだと考え、歓迎する風潮もあった。また、生活習慣や文

化の違いを乗り越えて活躍している姿は日本人の心を掴み、外国出身力士を応援するファンも多

く存在した。このことから、基本的には外国出身力士の台頭を祝福していた時期であったといえ

るだろう。 
 
2-2．第 2 期：1988 年～1992 年 
  

1988 年－1992 年に活躍したのは、小錦・曙・武蔵丸というハワイ出身の 3 力士である。高見

山、小錦の両力士の活躍により、日本人に意識されるようになった外国出身力士は、この時期の

さらなる活躍により、存在感を増し、日本人に外国人力士は危険だという認識を持たせるように

なった。この時期に起こった出来事として以下の 4 点を検証する。 
  1．外国出身力士同士の幕内初対戦 
  2．小錦の横綱昇進問題 

3．曙の大関昇進 
  4．三役（小結、関脇、大関）に外国出身力士が 3 人揃う 

 まず外国出身力士同士が、初めて幕内で対戦した 1991 年春場所の曙と小錦の対戦では、翌日

の新聞に「史上初：外国人対決」との見出しで、1 面の 4 分の１ほどの紙面を割いた写真入りの

記事が掲載された。この対戦は、相撲の長い歴史の中で大きな出来事ではあったが、外国出身力

士に対する脅威を抱かせる出来事ではなく、巨漢同士の土俵が狭く感じるほど迫力に館内が盛り

上がったと、この 1 番の様子を伝える記事には、両力士のコメントと併せ、高見山の角界入りか

ら 27 年後に実現した対決を外国出身力士たちの努力の軌跡として記している１４。しかし、横綱

昇進となると単に努力の結果として賞賛することはできなかったようである。昇進の声が出た場

所前には、横綱審議委員会の委員が月刊誌、『文藝春秋』に「『外国人横綱』は要らない」との意

見を発表し、国内で波紋を広げていた。そして場所後に、横綱昇進のならなかった小錦の「横綱

になれなかったのは人種差別のせい」とする主旨の発言を米紙『ニューヨーク･タイムズ』や『日

本経済新聞』が掲載し、アメリカ、日本両国のメディアで小錦の横綱昇進について議論され、問

題となったのである１５。 
1950 年に横綱審議委員会が発足されて以来、現在にいたるまで横綱昇進は相撲協会の推薦を

受け、横綱審議委員会により決定されている１６。また、1958 年に横綱審議委員会が「横綱推薦

の内規」(1958 年 1 月 6 日制定)を制定して以来、この内規が横綱推薦の条件とされている。内規

は、以下のとおりである。 
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1．横綱に推薦する力士は品格、力量が抜群であること。 
2．今後の横綱推薦に対して横綱審議委員会は大関で 2 連続優勝した力士を横綱に推薦する

ことを原則とする。 
3．第二項に順ずる好成績を挙げた力士を推薦する場合は、全委員の 3 分の 2 以上の決議を

必要とする。(1959 年 5 月 19 日改正)１７ 
1992 年春場所の小錦の優勝は、昨年九州場所で大関昇進後 2 回目の優勝を果たし、全勝なら

ば横綱昇進の声が出ている中での優勝であった。2 場所連続と全勝での優勝はならなかったが、

1973 年に横綱となった輪島以降、横綱昇進前の 3 場所で連続優勝を達成したのは旭富士 1 人で

あり、若乃花（二代目）、三重ノ海、双羽黒は 1 度も優勝せずに横綱に昇進しており、優勝した

春場所を含む 3 場所の通算成績が、38 勝 7 敗の小錦は、横綱昇進の諮問がなされる可能性もあ

った。しかし、近年の横綱の廃業事件や短命を反省し、「安易に横綱をつくるのはやめよう」と

の姿勢が協会内で強まっていたこともあり、小錦の 2 敗目が決まると「負けた相撲の内容がよく

ない」「品格、技量面ともに不安な部分がある」として春場所での横綱昇進は見送られた。 
この相撲協会の対応について、アメリカのテレビニュースや新聞で「人種差別だ」との主旨の

報道がなされ、ニューヨーク･タイムズは、日本の相撲界は外国人に「横綱の地位を認めるべき

かどうか難問に直面している」と報じ、「産業･伝統の維持が必要だという主張を単なる保護主義

と批判する諸外国と日本の対立と同種のもの」と分析した。一方日本でも、「人種差別」の発言

に対して、多くの報道がなされたが、アメリカのメディアが小錦の発言に共感を示したのに対し、

「外国人だから昇進を見送ったのではなく、小錦自身の問題だ」とする相撲協会を擁護する報道

も多く、直接的な非難ではないが、間接的に小錦の発言を非難しているとも取れる報道がなされ

た。また国民の感情は、「実力のある人が上に立つのは当たり前」「外国人力士を認めながら横綱

はだめだというのはスジが通らない」との意見や「本当に外国人に相撲の伝統や歴史を理解でき

るのだろうか」、「外国人力士に横綱の意義をどのように理解させるのか」など賛否両論であった

１８。 
小錦の横綱昇進問題が起きた翌場所（夏場所）に決定したのが、曙の大関昇進であった。この

昇進は、大関昇進であったこと、また小錦の横綱昇進問題の直後であったことも影響し、滞りな

く決定した。当時の相撲協会理事長出羽海のコメントからは、小錦問題の影響を見ることができ

る。 
   よく稽古もする。相撲にも迫力があるし、足が良く出ている。審判部が理事会召集を要

請するのは当然のこと。（大関昇進に）何も問題はない。十分理事会の審議に値する相撲だ

った１９。 
しかし、3 大関のうち 2 人が外国出身力士であり、三役（小結、関脇、大関）以上に外国出身

力士 3 人が並ぶ現実を前にして、日本人の「国技」相撲に対する危機感は強まった。新聞には「外

国人力士一大勢力に」との記事が掲載され、夏場所初日の朝刊は、「今場所もハワイ勢が土俵を

席巻しそうな勢いだ」と場所の予想を記した。また、日本相撲協会は、場所中に開いた師匠会で、

外国からの志願者の入門自粛を呼びかけ、一部では「外国人力士枠」設置の提案もなされていた

２０。 
このように、この時期は、「国技」である相撲に対して危機感を強めた時期であった。外国出

身力士の活躍を目の当たりにし、もしこのままの状態が続けば、相撲が日本人のものから外国人

のものになってしまうのではないかと考えたのである。また、小錦の横綱昇進問題を巡っては、
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日米両国で議論がなされたことにより、相撲を文化の視点から論じることを発見し、伝統文化と

しての相撲が強く意識されるようになった。小錦問題を論じた毎日新聞の記事は、「スポーツに

も文化の視点」との見出しで「いまや文化からの視点を抜きにしてスポーツは論じられなくなっ

た」と記している２１。その結果この時期、外国出身力士は、日本の伝統文化である相撲に異文化

を持ち込む存在として再認識され、相撲は異文化と交わるべきではないとの意識が生まれたので

ある。小錦の横綱昇進を見送る理由の 1 つとして「品格」が挙げられたのも、この意識の現れと

考えて良いであろう。前時期では、外国出身力士の活躍を相撲が国際的なスポーツになる契機だ

と考え、歓迎する風潮もあったが、この時期に入り、「国際化も良いが、国技の伝統が消えるよ

うだ」との声に変わった２２。 
 
 
2-3．第 3 期：1993 年～2002 年 
 
 1993 年から 2002 年に活躍した力士は、曙と武蔵丸である。小錦は、1997 年の九州場所で千

秋楽まで 2 日を残して引退した。引退表明後も、千秋楽まで相撲をとることを熱望していた小錦

の千秋楽前の引退は、当時の相撲協会理事長境川の「一度引退を宣言し、勝ち負けに関係のない

ものが土俵に立つのは失礼」という反対によって決定した２３。寂しく悔しい幕引きとなったが、

引退を表明した力士はその時点で身を引くべきだという相撲界の暗黙の了解に賛否両論が起こ

り、相撲界に多くの問題を投げかけた小錦らしい引退でもあった。またこの頃から、幕内におけ

る外国出身力士の人数が増え始めた。 
 この時期では以下の 3 点を検証する。 
  1．曙の横綱昇進 
  2．史上初の外国出身力士同士による、優勝決定戦 
  3．武蔵丸が横綱に昇進 
 1993 年に、初場所で 2 場所連続優勝を果たした曙の横綱昇進は、一部委員から「力量の点で、

2 番負けた相撲を見ると力不足なのでは」との慎重論もでたが、大きな問題となった小錦とは違

い、横綱審議委員会の満場一致で決定した。この横綱昇進についてアメリカでは、『ワシントン･

ポスト』が一面で、「日本にとって重苦しい出来事」という見出しで曙の横綱昇進確実の記事を

掲載し、これによって外国人が横綱になることを認めるべきかどうかの論争に終止符が打たれる、

と述べた。『ニューヨーク・タイムズ』は、「相撲は米国のスターに頭を下げ、神聖なドアを開い

た」とし、曙は相撲にあった神聖な壁を粉砕したと報じるなど、曙の成し遂げた快挙を祝うとと

もに、日本人が受けるショックを主に報じている２４。しかし、日本の報道を見ると、一部に外国

人横綱に違和感を覚えるなど否定的な意見もみられたが、「『国技』『伝統』の名が重くのしかか

り、外国人横綱の是非論もわき上がった大相撲界に、新時代がやってくる」、「連覇で頂点、新時

代の曙」など、横綱の昇進を祝福する旨の報道が多かった。この理由として、以下の 3 点が指摘

できるであろう。   
1 点目は、何よりも曙自身が「横綱推薦の内規」に記された横綱昇進の条件である二場所連続

優勝を果たしたことである。この内規が制定されて以来、記載された条件を満たしながら見送ら

れた例はなかった。 
曙の場合は多少の異論はあったものの、連続優勝という文句のない条件を満たしたとあって
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は、最大の障害“差別”も吹き飛ばされてしまった２５。 
『大相撲おもしろ話』の中で新山善一が記したように、曙は実力で横綱の座を手に入れたので

ある。当時の相撲協会理事長出羽海は、優勝を決めた千秋楽の貴花田戦を目にし、「強すぎるね」

と感嘆し、外国人横綱誕生に対し反対意見を述べていた当時の前横綱審議委員会委員長の高橋義

孝でさえ、「相撲ぶりに注文はない」とコメントを残した２６。 
2 点目は、対外イメージの回復である。曙の横綱昇進の 1 年ほど前に起きた小錦の横綱昇進問

題に対して、日本を閉鎖的な社会としたアメリカの反応は、国際化を目指し、アメリカとの関係

を重視していた当時の日本にとって考慮すべきものだと見なされていた。事実、小錦問題が起こ

った際、当時の官房長官が記者会見の場でこの問題に触れ、「米国人にも（相撲界が）実力社会

であることを理解してもらえるよう関係者には努力してほしい」と相撲協会に対応を要望してい

る２７。そのため曙の横綱昇進は、小錦問題で起こった国際社会からの非難を一掃し、日本が外国

人を差別するような閉鎖的な国ではないことをアピールする絶好の機会でもあったのである。こ

のような日本の思惑は、当時の新聞に掲載された著名人の発言にも見ることができる。 
  外国人だからといってとやかく文句を言う状況ではないでしょう。国技だからといって国

際的な横綱が誕生してはいけない理由はない。各界全体のカンフル剤になるのでは。 
（作家：藤本義一）２８ 

非常にいいことですね。これで文字通り国際的なスポーツになるんじゃないですか。これ

からは全体のレベル、スタンダードが上がるんじゃないですか。（内閣総理大臣：宮澤喜一）

２９ 
 特に宮澤喜一の発言には、内閣総理大臣としての発言だけに、日本の対外イメージの回復への

思いが強く感じられるであろう。 
そして最後の 3 点目は、貴花田の史上最年少での大関昇進と、曙の史上初の外国出身力 

士の横綱昇進を同時に行ったことである。当時、人気のあった貴花田との同時昇進は、日本人に

「外国出身力士が横綱になる」という衝撃を十分に和らげてくれるものであった。新聞の報道も、

「“乱世”平定」「さあ『曙･貴』新時代」と貴花田の昇進と併せた記事も多く、また曙の横綱昇

進に関する記事と 2 本立てで掲載されるなど、曙の横綱昇進を単独で扱うのではなく、貴花田の

大関昇進と一緒に扱われていた３０。米紙『ボルチモア・サン』はこの同時昇進に対し、2 場所連

覇を果たした曙の横綱昇進は、もはや避けることのできない決定であり、貴花田の大関昇進と組

み合わせることで「曙の昇進のつらさを幾分でも和らげようとした」と報じた３１。   
また、日本でも貴花田の昇進は、横綱審議委員会の内規を満たして横綱昇進を果たした曙に対

し、11 勝 4 敗での大関昇進の裁定はかなり甘めだと評されていた。そのため、審判部、相撲協会

幹部には、曙だけ昇進させれば、各界最高位の横綱とそれに次ぐ大関を曙、小錦の外国人に占め

られるという危機感があり、それでどうしても日本人大関を誕生させたかったのではないかと憶

測された３２。 
1 月 25 日の『毎日新聞』朝刊の「近事片々」では、この状況を皮肉った表現で非常に上手く表

している。 
   曙、貴花田がそろって横綱、大関に。「初の外国人横綱」と「最年少大関」の組み合わせ

で相撲協会は難問を解く。国技にふさわしく「足して二で割る」日本的和の精神を味わった

３３。 
 しかし、『ボルティモア･サン』で報じられたように、この日本的和の精神が相撲界の危機 
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感だけでなく、日本人の外国人横綱誕生に対する衝撃をも和らげてくれたことは、事実なの 
である。 
次に、曙と武蔵丸による史上初の外国出身力士の優勝決定戦は、「初の外国人決定戦」として

スポーツ面に大きく報じられたが、記事は外国出身力士の先輩・後輩関係の中での緊張した取組

みの様子が記されるとともに、横綱曙の 3 場所連続優勝を賞賛する内容となっており、武蔵丸の

横綱昇進も含め、日本人の外国出身力士同士の対決や優勝に絡むような活躍への慣れが感じられ

る。 
以上のことから、この時期は、前時期と比較し外国出身力士が一大勢力であることに変化はな

く、多少の慎重論も見られたが、「国技」である相撲に対する危機感を強め、伝統文化としての

相撲を異文化から守り、伝える意識は弱まった時期であったと言えるであろう。その理由として

は、まず何よりも若貴ブームなど強く、魅力的な日本人力士の活躍がみられたこと、日本人が外

国出身力士の存在に慣れ、外国出身力士同士の対決や優勝に絡む活躍を当たり前のこととして認

識するようになったことの 2 点が考えられる。 
 
 
 
2-4．第 4 期：2003 年～現在 
  

2003 年から現在まで活躍している力士は、朝青龍と白鵬のモンゴル出身力士である。武蔵丸

の引退を最後に、それまで外国出身力士の中で主力であったハワイ勢が消え、モンゴル出身や、

ロシア、ブルガリアなど欧州出身の力士の活躍が目立つようになった。その中でも、横綱 2 人を

筆頭にモンゴル出身力士の活躍は群を抜いている。また、人気のあった日本人力士も相次いで引

退し、幕内での外国出身力士の活躍がより一層目立つようになっている。この時期では以下の 3
点を検証する。 
  1．朝青龍が 20 回目の優勝を成し遂げる 
  2．2006 年以降、出ていない日本人優勝力士 
  3．幕内で年々増え続ける外国出身力士の存在 
 まず 2007 年の初場所に、初土俵からわずか 49 場所で 20 回目の優勝を朝青龍が果たしたこと

は、日本人相撲関係者やファンのプライドを少なからず傷つけることとなった。なぜなら朝青龍

の他、20 回以上優勝を果たした力士は、大鵬、北の湖、千代の富士、貴乃花と 
相撲界を代表する 4 人の名横綱だけであり、それまで 1 番早かった大鵬の 57 場所より 8 場所も

早く到達してしまったからである。場所数や力士のレベルなど時代によって相撲を取り巻く環境

も変わるため、単純な数字の比較では優劣をつけることはできないが、朝青龍の 20 回優勝最速

記録の更新は、すべての日本人力士が外国出身力士である朝青龍に負けたようで面白くない出来

事であったに違いない３４。 
 また、2006 年の初場所に栃東が優勝して以来、日本人の優勝力士が現れていないこと、2005
年頃から急激に増え始め、今では幕内の約 30 パーセントを外国出身力士が占め、東西の横綱も

白鵬と朝青龍のモンゴル人 2 人が担っているという現実は、もはや相撲が日本の国技でありなが

ら、外国人によって支えられている事実を如実に現している。 
 この事実を目の前にして、日本人は焦りと再び「国技」相撲の伝統を守ろうと動き始めている。
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その中でも「品格」がよく問題にされるようになった。特に横綱朝青龍に対して横綱審議委員会

は「ファンが皆、強いだけじゃない横綱を求め、『心・技・体』備わった横綱を期待している」

として、近年注文や、ハードルをエスカレートさせているが、これは焦りの裏返しと捉えること

もできる。例えば、以前の朝青龍のコメントに関するコラムには、以下のような記述がなされて

いる。 
   朝青龍の言葉には思わずうなずきたくなるコメントや微笑んでしまうようなものが多い。

先の三月場所の優勝インタビューでは初めて大阪で賜盃を握った喜びも手伝って「大阪あり

がとう！」の一言にファンは大喝采。また連勝がストップした五月場所日目には「これで世

界が終わるんだったら悔しいけど…」とつぶやき仕度部屋を後にした。いずれも土俵の頂点

を極める男の生の声として興味深いものがある。 
 このコラムでは朝青龍のコメントを褒めているが、現在の朝青龍が上述のようなコメントをし

た場合、マスコミや横綱審議委員会に叩かれているかもしれない。 
 しかし、一方で外国出身力士に支えられているという現状は、「国技」相撲の伝統を再定義す

る動きも生み出した。相撲界に存在するすべてのしきたりを「伝統だから守れ」というのではな

く、必要なものと不要なものの取捨選択をすべきだとの意見が出ているのである。このように現

在は、失われつつある「国技」相撲の伝統を守りつつも、伝統の取捨選択をし再構築することで、

外国出身力士との共存をはかろうとしているのである。 
 
おわりに 
 
本稿では、高見山が入門した 1964 年から現在に至るまでを 4 つの時期に区分し、時期ごとに

外国出身力士に対する日本人の感情を検証し、その感情の変化から日本における伝統文化と多文

化社会の関係を考察した。その結果、力士個人のキャラクターに左右されつつも、時期ごとに一

定の感情の変化を読み取ることができた。 
第 1 期時期（1964-1987）では、好意的な感情が見られた。体格の違う外国出身力士が登場し

た当初は、力の差に驚き、「国技」である相撲が外国出身力士に奪われてしまうのではないかと

いう不安も生まれたが、多くの日本人は外国出身力士の活躍を相撲が国際的なスポーツになるき

っかけだと考え、歓迎し、外国出身力士の台頭を祝福した。次に第 2 期（1988-1992）では、外

国出身力士の目覚しい活躍とともに、好意的な感情から敵対的な感情への変化が見られた。外国

出身力士を通して「国技」である相撲、「伝統文化」である相撲を強く意識するようになり、日

本の伝統文化である相撲に異文化を持ち込む存在として外国出身力士を再認識し、相撲は異文化

と交わるべきではないとの意識が生まれたのである。 
第 3 期（1993-2002）では、外国出身力士を日本人力士と同じ一力士と見なす感情が見られた。

日本人力士の台頭や、日本人の中に外国出身力士に対する慣れが生じ、特別意識されることが少

なくなった。そして第 4 期（2003-現在）では、伝統を再構築しようとする感情が見られた。日

本人力士の台頭がみられた第 3 期が終わり、幕内で勢力を増した外国出身力士を前に、再び「国

技」としての相撲、伝統を守ろうという動きが生まれたのである。   
しかし第 4 期では、「相撲は異文化と交わるべきではない」との意識があった以前とは違い、

ただ外国出身力士に伝統だからと相撲のしきたりを押し付けるのではなく、伝統として受け継が

れてきたものを取捨選択し、外国出身力士に歩み寄る努力がされ始めた。この４時期を経て、日
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本人の中にあった「相撲は日本人のものだ」という感情は、「相撲は日本人だけのものではない」

という感情に変化したことが分かるだろう。 
一方で、「相撲は日本のものである」という感情は変わることがないようだ。上述のように、

時を経て日本人の中に相撲が「日本人のもの」という感情は消えたが、今でも「日本のもの」と

いう感情は変わらずに残っている。その感情をよく表しているのが、日本人が外国出身力士に常

に求めてきた、「日本人らしさ」である。高見山の活躍により、日本人が外国出身力士を意識し

始めて以来、外国出身力士たちを褒め称える言葉は常に「日本人より日本人らしい」であった。 
「品格」であり「礼節」を力士に求める感情なのだろう。 

 高見山がハワイから来日し、相撲界に衝撃を与えてから 45 年が経ち、異端者であった外国出

身力士たちは幕内において一大勢力となった。今や相撲界を支えているのは日本人力士ではなく、

外国出身力士であるといっても過言ではないだろう。この間、外国出身力士の勢日本人の外国出

身力士に対する見方も変化してきた。 
 
 
【付録】 
 
図 3 外国出身力士の国別表(2008 年 12 月) 
国名 番付 (人) 前相撲(人) 番付外(人) 合計(人) 
モンゴル ３３   33 
中国 ６   ６ 
ロシア ３   ３ 
グルジア ３   ３ 
ブラジル ２   ２ 
韓国 ２   ２ 
ブルガリア １   １ 
カザフスタン １   １ 
エストニア １   １ 
ハンガリー １   １ 
グルジア １   １ 
トンガ １   １ 
合計(人) 55   55 
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図 4 戦後外国人力士の国別表（1964－2008 年 12 月） 
国名 人数(人) 国名 人数(人) 
モンゴル ４５ アルゼンチン ２ 
アメリカ ３０ イギリス ２ 
ブラジル １６ エストニア ２ 
台湾 １２ パラグアイ １ 
韓国 １２ カナダ １ 
中国 １１ スリランカ １ 
トンガ ８ チェコ １ 
ロシア ６ ブルガリア １ 
グルジア ４ カザフスタン １ 
フィリピン ４ ハンガリー １ 
西サモア ２   
合計 163 (21 カ国)   
 

 
                                                  
１ 本稿では、外国人力士で現役中に帰化し、日本国籍を取得するものも多いことから、外国人力士で

はなく外国出身力士として記述を統一する。 
２ 「相撲」編集部編『大相撲人物大事典』ベースボール・マガジン社、2001 年、521 頁。 
３ 海外公演は、相手国からの招待があって行われ、開催地と日本の両国間の友好と親善に役立つよう、

また伝統ある日本の相撲を海外に広く紹介し、文化交流を図る目的で実施される。力士たちが「裸の

大使」と報道されることもある海外公演は、海外巡業と違い利益が生じるものではない。金指基著／

財団法人日本相撲協会監修『日本相撲大事典』現代書館、2002 年、53 頁。 
６ 川端要壽『物語日本相撲史』筑摩書房、1993 年、290‐293 頁。 
７ 川端、同書、293 頁。 
８ 太平洋戦争前の番付には日系人力士以外に、朝鮮、樺太、台湾からの力士の記載がみられるが、当

時日本領とされていたため、外国出身力士には含んでいない。 
９ R･ホワイティング『ガイジン力士物語』筑摩書房、1989 年、131-132 頁。 
１０ 毎日新聞 1972 年 7 月 18 日第 13 版 朝刊 1 面。 
１１ 毎日新聞 1972 年 7 月 17 日第 13 版 朝刊 15 面。 
１２ 毎日新聞 1972 年 7 月 17 日 夕刊 1 面「記事片々」。 
１３ 毎日新聞 1987 年 5 月 25 日第 14 版 朝刊 23 面。 
１４ 毎日新聞 1991 年 3 月 16 日第 14 版 朝刊 27 面。 
１５ 毎日新聞 1992 年 3 月 23 日第 14 版 朝刊 25 面。／4 月 23 日第 14 版 朝刊 26 面。 
１６ 1950 年以前、横綱免許の授与には吉田司家の了承を必要とし、以下のような流れを辿っていた。 
①相撲協会の推薦→②吉田司家の了承→③横綱仮免許授与式（東京小石川細川邸）→④横綱免許授与

式（熊本吉田司家） 
※吉田司家 
司とは、聖武天皇によって始められた相撲節会（すまいのせちえ）全体の総裁役のことである。吉田

家は、聖武天皇のころから代々、取組みの監督、世話人である御行事人を務めてきたとされ、中世に

は、日本相撲の司、御行事と定まっていたといわれているが、事実関係や影響力の大きさなど疑わし

い面も多い。吉田家は司として横綱、行司の免許を授与するものとして相撲界に大きな影響力を持っ

たが、1985 年に行司の免許授与にも関与しなくなり、影響力はなくなった。和歌森太郎『相撲今むか

し』隅田川文庫、2003 年、38 頁。 
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１７ 高橋義孝『大相撲のすがた』平凡社、1984 年、120 頁。 
１８ 毎日新聞 1992 年 1 月 28 日第 14 版 朝刊第 20 面／3 月 23 日第 14 版 朝刊第 25 面／3 月 24
日第 14 版 朝刊第 16 面／4 月 23 日第 14 版 朝刊第 12 面、26 面／4 月 24 日第 14 版 朝刊第 24
面、31 面／4 月 27 日第 14 版 朝刊 26 面、第 4 版 夕刊 10 面／ 
5 月 8 日第 13 版 朝刊 20 面／5 月 29 日第 14 版 朝刊 24 面 
１９ 毎日新聞 1992 年 5 月 25 日第 14 版 朝刊 21 面 
２０ 毎日新聞 1992 年 4 月 27 日第 4 版 夕刊第 10 面／4 月 28 日第 14 版 朝刊第 15 面／ 
5 月 10 日第 14 版 朝刊第 16 面／5 月 25 日第 14 版 朝刊 21 面 
２１ 毎日新聞 1992 年 5 月 19 日第 11 版 朝刊 5 面 
２２川端、同書、288 頁。 
２３ 通常、力士は引退を決意した時点で引退届けを提出し、真剣に戦う対戦相手に失礼だとして相撲

とることはない。1971 年夏場所には、横綱大鵬が協会に引退届けを提出する前に、非公式に、「今日

の一番をやってから引退するつもりだ」と洩らし、これが報道されたため、当時の武蔵川理事長から

即刻引退を申し渡されている。そのため、当時の境川理事長も「引退という表現が（マスコミに）出

すぎた。もしも何も言わなければ、千秋楽まで取れただろうに･･･」というコメントを残している。毎

日新聞 1997 年 11 月 23 日第 14 版 朝刊 19 面 
２４ 毎日新聞 1993 年 1 月 26 日第 14 版 朝刊 21 面／1 月 27 日第 14 版 朝刊 21 面 
２５ 新山善一『相撲おもしろ話』丸善ライブラリー 1993 年 145 頁 
２６ 毎日新聞 1993 年 1 月 25 日第 14 版 朝刊 20 面、27 面 
２７ 毎日新聞 1992 年 4 月 23 日第 4 版 夕刊 12 面 
２８ 毎日新聞 1993 年 1 月 25 日第 14 版 朝刊 27 面 
２９ 毎日新聞 1993 年 1 月 26 日第 14 版 朝刊 2 面 
３０ 毎日新聞 1993 年 1 月 25 日第 14 版 朝刊 20、21 面／1 月 28 日第 14 版 25 面 
３１ 毎日新聞 1993 年 1 月 27 日第 14 版 朝刊 21 面 
３２ 毎日新聞 1993 年 1 月 25 日第 14 版 朝刊 20 面 
３３ 毎日新聞 1993 年 1 月 25 日第 14 版 朝刊 1 面 
３４大相撲コラム集(支度部屋より 平成 19 年初場所) 

http://sumo.goo.ne.jp/ozumo_joho_kyoku/yomu/007/043.html 
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ワイタンギ条約とマオリの人々： 

マルチカルチャリズムからインターカルチャリズムへ 

 

 

山本 英嗣 

(Eiji Yamamoto) 

 

はじめに：ニュージーランドの顔 

ニュージーランド（マオリ語でアオテアロア）は、総人口 383万人、面積は約 27万平方キロ

メートルを誇っており、英連邦諸国（Commonwealth Countries）の一つでもある。国家元首に

は、エリザベスⅡ世を仰ぎ、現在も、総督の派遣（現在は、アナンド・サティアナンド総督）が

行われている。2003 年、枢密院司法委員会の制度を廃止するまでは、司法上においても英国と

大変深いつながりを持った国といえる。 

ニュージーランドと日本を比較した場合、第一に、人口の違いが挙げられる。また、第二に、

歴史が比較的、短い国であることもその特徴である。これは、入植 1000 年ほど前にマオリを含

む原住民の移住が始まり、その後、1642 年、オランダ人で東インド会社のアベル・タフマンが

訪れたものの、本格的には、1796 年、イギリス人ジェームス・クックによる調査が広範で行な

はじめに：ニュージーランドの顔 

第１章：ニュージーランド小史 

第１節：イギリス植民地概説 

第2節：ワイタンギ条約締結から１８５２年ニュージーランド憲法制定まで 

第３節：１８５２年ニュージーランド憲法法の施行から１９４７年頃までの動向 

第４節：１９４７年以降、イギリスから独立までの動向 

第２章 ニュージーランド憲法の法源論 

第３章 1975年ワイタンギ条約法とマオリ 

おわりに 
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われたことを機に、ヨーロッパからの移民が始まったとされる。1840 年までには、ニュージー

ランドに移住するヨーロッパ人は 2000 人程度まで達し、そのほとんどがイギリス人であったと

いう。その後、組織的移民が行われ、他方で、イギリスとマオリ人首長との間でワイタンギ条約

の締結が進んでいった。 

現在、イギリス系を中心としたヨーロッパ系が約 80％、先住民が約 20％である。また、近年、

アジア系（特に中国）からの移民が急増している。この点については、アメリカの人口増加の現

象と酷似している。 

本稿では、160年の歴史の新しい国で、イギリスによるニュージーランドの植民地化がいかに

マオリの人々に影響を及ぼしてきたかについて、ワイタンギ条約を中心として歴史的経緯を紹介

してみたい。 

 

第１章：ニュージーランド小史 

第１節：イギリス植民地概説 

 16世紀から始まった西欧諸国による入植地の拡大は 19世紀の後半の一応の完成まで続く。ニ

ュージーランドもまたその激動の中で誕生し、独立した国であり、その歴史を敷衍する場合、イ

ギリスの存在は大きい。 

 イギリスの植民地政策は、表 1 のように、主に５期に分けられる。1788 年にオーストラリア

のサウスウエールズへの流刑が始まるが、１期の 1840 年にニュージーランドへの入植が開始さ

れた。 

第３期目には、産業革命の波に乗って、イギリス「帝国」の領地として、1907 年にイギリス

自治領となる。第４期、５期目には、1931 年のウエストミニスター法の成立により、各地の民

族自立、独立運動が高まる中、ニュージーランドも 1947年に独立を果たした。 

 

 ＜表１＞  

第１期  旧植民地の時代 （16世紀－1782年）  

重商主義政策、東インド会社の設立、専制政治の崩壊、清教徒革命、名誉革命、市民勢力の増大  

第２期  自治領の時代 （1783年－1869年）  

１７８３年：アメリカ独立／１８６８年：カナダ自治領設立／１７８８年：オーストラリアのサウス

ウェールズへの流刑植民開始／１８４０年：ニュージーランドへの入植開始  

第３期  新帝国の時代 （1870年－1914年）  

「イギリス帝国」の発展、産業革命による商品販路の拡大、１９０７年：ニュージーランド、英国の

自治領へ  

第４期  英連邦の成立 （1914年－1945年）  

１９２３年、１９２６年の帝国会議開催⇒１９３１年のウエストミンスター法による自治領の自立化 
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（齋藤憲司「イギリス憲法の旧植民地諸国憲法への伝播－比較憲法学的考察－」レファレンス（昭和 60年 9月号）39

－44頁を参考に作成。） 

 

 イギリスにおける植民地形態は、厳密には、従属地域(dependency)と呼ばれ、その中でも、狭

義の植民地(colony)と、それ以外に分けられる（表 2を参照）。また狭義の植民地は、さらに 3分

類（入植地、征服地、割譲地）される。入植地（settled）とは、「本国を離れ新たな社会を形成

するとの本来の意味において獲得された場所であって、そこには先住民族が少なく、気候、土地

など本国と似かよっており、本国社会の延長という形で形成れた。征服地(conquered)とは、「既

に他の民族が存在し、武力による征服の後に、多くの場合割譲という行為によって獲得された場

所」とされる。割譲地(ceded)とは、以前に割譲していた第三者との戦争に勝利した後に、旧割譲

国から割譲される場合を含む。 

 狭義の意味での植民地以外のものは、保護領(colonial protectorate)、保護国(protected state)、

及び信託統治領（trust territory）に分けられる。保護領とは、「一般に条約によらないで保護さ

れた地域」をさす。保護国は、「既に国家権力が確立した国であり、国家の有する諸権限のうち

防衛、外交等の事項に限ってその権限を、国際法上有効と認められた条約により他国に委ねた国」

のことをさす。信託統治領については、国連憲章に規定があるが、国連による監視、監督がなさ

れるという点で通常の領地とは異なる1。 

  

＜表２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

（齋藤・前掲書を参考に作成） 

 

ニュージーランドがどれに当たるのかは、その時々の状況によって判断しがたいが、ワイタン

ギ条約の存在を考慮した場合であっても、保護領に近いと考えられる。 

                                                   
1 齋藤憲司「イギリス憲法の旧植民地諸国憲法への伝播－比較憲法学的考察－」レファレンス（昭

和 60年 9月号）39－44頁 

第５期  植民地の独立 （１９４５年以降）  

民族自決運動・独立運動の高揚⇒自治領以外の植民地が独立、１９４７年ニュージーランド独立  

植
民
地
( 従

属
地
域
)
 

 

狭義の植民地 （dependency) 

入植地 (settled)  

征服地 (conquered)  

割譲地 (ceded)  

 

それ以外 (colony)  

保護領 (colonial protectorate)  

保護国 (protected state)  

信託統治領 (trust territory) 
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 大英帝国の崩壊後は、英国植民地を中心として、コモンウエルス諸国が形成される2が、ニュー

ジーランドもその一つとして数えられている。 

 

第 2節：ワイタンギ条約締結から 1852年ニュージーランド憲法制定まで 

＜表３＞ 

 

    

ニュージーランドは、は、アメリカ同様、歴史の浅い国である。先住民族マオリは 14 世紀中

ごろには太平洋・東ポリネシアから移住が進んでいたが、ヨーロッパ人の到来は、1642 年、オ

ランダ・東インド会社のアベル・タスマンの到着が最初である。オランダゼーランド州にちなん

で「ニュージーランド」と名付けられた。 

1769年、イギリス人探検家ジェームズ・クックによる再発見後、1840年ワイタンギ条約のま

での間、ニュージーランドは、国際法上、イギリス領ではなかった。当時、カナダ等の他の植民

地での騒乱に手を焼いていたイギリスは、ニュージーランドを植民地化する余力がなく、捕鯨基

地として利用していた。イギリスによる組織的な移民が始まるのは、1840 年のイギリス人ウェ

ークフィールドによる「ニュージーランド土地会社」の設立後である。これに伴い、イギリス植

民地政府（Crown Colony Government）のニュージーランド植民地化も強化され、1840年 1月、

全権を伴った海軍大佐ウィリアム・ボブソンが派遣された。そして、同年 2月、ワイタンギ条約

は、50に上るマオリの首長が署名する中で、締結された。 

ワイタンギ条約は、3つの条文で成り立っており、英語版とマオリ語版が作成された。しかし、

マオリ語版は、英語成文を忠実に翻訳したものではなく、また主権（Sovereignty）統治権 

(governorship)、イギリス側とマオリ人側には、当初から条約に対する見方に相違があった。こ

れは、主として、条約の英語版とマオリ語版に2点の相違があることに起因している。第一に、

英語版第1条には、主権（Sovereignty）という言葉が用いられているが、マオリ語版でこれに当

る言葉は、kawanatanga であり、統治する者（ governorship）の意味であった。第二に、第2条

の「土地、不動産、森林、水産及びその他の財産の排他的かつ平穏な完全所有」は、マオリ語版

                                                   
2 コモンウエルスとは、「大英帝国の崩壊の過程で生まれた、特殊な結合関係にある国家集団」であり、

「英国と、その植民地・従属地域であった諸国から構成されて」いる。後述する枢密院司法委員会の

構成国間の機能の一つである。 

ニュージーランド憲法史区分 

第１期  ワイタンギ条約から１８５２年ニュージーランド憲法制定まで  

国王の植民地政府（Crown Colony Government)の時代、  

第２期  １８５２年ニュージーランド憲法法の施行から１９４７年頃まで  

民主制原理の確立（責任内閣制など）  

第３期  １９４７年以降、イギリスから独立  

憲法的発展は、部分的かつ漸次的に行われる。  
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では、”…te tino rangatiratanga”で、土地、村及びすべての宝物に対する完全な権限（ full 

authority ） 又は保護者としての権限（guardianship）の意味であった。すなわち、英語版第1

条でイギリス国王に譲渡された権限は、マオリ語版第2条によって、マオリ人に保障されていた

ことになっていた3。1840年5月には、海軍大佐ウイリアム・ホブソンによって、全島に対してい

イギリス女王の主権が宣言され、同年6月にはニュージーランドは、ニューサウスウエールズの

領域に含まれるイギリス植民地となる。その後、1840年の憲章（Charter of 1840）である。同

憲章は、植民局からの指令を受ける総督が統轄する政府を設立するものであった。ホブソンが、

総督及び軍司令官に任命され、植民長官、司法長官及び財務長官で構成される行政評議会

（Executive Council）が設置された。総督は、原則として行政評議会の同意と助言に従ってそ

の権限を行使した。また、1846年憲法法（Constitution Act1846 (UK)）が制定された。1846年

憲法法により、直接・間接選挙による代議制度の仕組みが定められた4。 

 

第３節：１８５２年ニュージーランド憲法法の施行から１９４７年頃までの動向 

その後、イギリス議会は、1852年ニュージーランド憲法法（New Zealand Constitution Act 

1852 (UK)）（正式には「ニュージーランド植民地に代表制憲法を認許する法律（An Act to 

grant a Representative Constitution to the Colony of New Zealand）」）を制定した。同

法は、ニュージーランドにおける３番目の憲法と位置付けられ、1987年1月1日の1986年憲法法

によって廃止されるまで効力を有していた。同法は、全82条あり、連邦制的性格のもとで、植民

地は、立法府と行政府を有する6州（province）11に分割された（第2条）。いわゆる中央政府と

州政府との連邦制についての関係が規定された。また、総督、選挙により選ばれる立法評議会

（Legislative Council）及び中央議会（General Assembly）が創設され（第32条）、植民地

統治に関する立法権限が付与された（第53条）。総督には、法律案への拒否権の行使も認められ

ている（第56条）。 

  

第４節：１９４７年以降、イギリスから独立までの動向 

先述したように、イギリス国内で、自治領をめぐる地位についてのウエストミンスター法（93

年）が採択され、ニュージーランドでも、1947年11月、1947年ウエストミンスター法採択法

（Statute of Westminster Adoption Act 1947）によりウエストミンスター法を採択するととも

に、1947年憲法改正（要請及び同意）法（NewZealand Constitution Amendment (Requestand 

Consent) Act 1947）を制定し、イギリス議会に対して、ニュージーランド議会への憲法法の改

正権限を与える内容の法律を制定するよう要請した。イギリス議会は、これに応じ、1947年12月、

1947年ニュージーランド憲法（改正）法（ New Zealand Constitution (Amendment)Act 1947 (UK)）

                                                   
3 矢部明宏「ニュージーランドの憲法事情」国立国会図書館調査及び立法考査局『諸外国の憲法事情』

（2003年 12月）135頁－137頁 
4  同 137頁 
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を制定した5。 

 

 

第２章 ニュージーランド憲法の法源論 

 以上のような、変遷を経て、ニュージーランドは、イギリス同様に、不文憲法を採用している。

その特徴は、最高法規性を有していないことにある。そのため、大変弾力性があり、時を経るご

とに増加する傾向にあるといえる。法源としては、①制定法、②帝国法、③国王大権、④慣習、

⑤国際法、⑥ワイタンギ条約が挙げられる。 

①については、主に、以下のものが挙げられる。 

1908年司法法（Judicature Act 1908） 

1919年公務員任命及び文書法（Official Appointments and Documents Act 1919） 

1947年地方裁判所法（District Courts Act 1947） 

1974年国王称号法（Royal Titles Act 1974） 

1975年オンブズマン法（Ombudsman Act1977年及び1989年財政法（Public Finance Acts 

1977, 1989） 

1975年ワイタンギ条約法（Treaty of Waitangi Act 1975） 

1977年ニュージーランド国璽法（Seal of New Zealand Act 1977） 

1982年情報公開法（Official Information Act 1982） 

1988年公的部門法（State Sector Act 1988） 

1990年権利章典法（New Zealand Bill of Rights Act 1990） 

1993年市民発議による国民投票法（Citizens Initiated Referenda Act 1993） 

1993年選挙法（Electoral Act 1993） 

1993年人権法（Human Rights Act 1993） 

1999年解釈法（Interpretation Act 1999）  

 

②は、1988年帝国法適用法（Imperial Laws Application Act 1988）の付表第１に掲げられ

た、10の法律（ウエストミンスター第一法律（1275年）、マグナカルタ（1297年）、個人の

権利及び法の適正手続の保障を法的に確認する法律（1351、1354、1368年）、権利請願（1627

年）、権利章典（1688年）、王位継承法（1700年）、国王婚姻法（1772年）及び王位継承宣言

法（1910年）がそれに当たるとされる。 

③の国王大権（prerogatives of the Crown）は、コモン・ローから生成され、裁判所によっ

て確定される。④については、多年にわたる慣行、慣習を意味しており、コモン・ローのそれと

は異なるとされている。⑤については、イギリス同様、一元論を取りつつも、今日の国際法の増

                                                   
5 矢部・同掲書 138－140頁 
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大に伴い、憲法の２次的法源として取り扱われている。ただし、裁判所が国際慣習法を直接適用 

することは、コモンローの観点から可能とされている。⑥については、一部の学者や枢密院司法

委員会では、Hoani Te Heubeu Tukino v Aotea District Maori Land Boad [1941] AC 308 (PC) 

において、国内法の規定がない限り、ワイタンギ条約を国内裁判所で適用はできない、との決定

を下しているが、その多くは、同条約について、国の「基本的文書」と考え、憲法の一部とみな

している。ただし、マオリに対する権限については、ワイタンギ条約それ自体から権限が付与さ

れるというのではなく、コモン・ローおよび制定法による、という考え方が一般的である。 

 

 

第３章 1975年ワイタンギ条約法とマオリ 

 では、具体的に、マオリ人の人権はどのように保障されているのであろうか。第一に、ワイタ

ンギ条約が挙げられるが、 1975年ワイタンギ条約法は 画期的な審判所制度の創設が謳われて

いる。その中でも、特に第4条では、審判所の構成が規定されている。具体的には、ワイタンギ

審判所について、審判長と2名以上16名以下の審判員で構成され、マオリが提起する請求につい

て勧告・決定が行われる。1985年、1988年に改正が行われ、審判員の員数を６名とし、そのう

ち４名以上をマオリ人とした。また審判所の管轄権の拡大も図られており、1988年ワイタンギ条

約(国営企業法）は国有企業所有地、国有林におけるマオリの土地請求について、ワイタンギ審

判所がマオリの所有に戻すべきとの勧告をおこなう権限を認めた。 

その後も 1953年マオリ問題法（Maori Affairs Act 1953)、1993年マオリ土地法（Maori Land 

Act 1993)などで、様々なマオリに関する保障が拡充され、1987年マオリ語法（Maori Language Act 

1987)では、マオリ語が英語とともに公用語とされ、マオリ言語委員会が設置された。また、1990

年ニュージーランド権利章典法 や国際人権規約の影響を受けて制定された 1993年人権法では、

国際的にも一定の評価を受けている。 

 

 

おわりに 

ニュージーランドにおけるマオリ人の存在は、原住民としての性質からよりも、むしろ法的な地位

の確立とその現状が一致していないことにあると感じる。「人権論」や「人権保障」でその立場を擁護

することも意義があるかもしれないが、時代とともにその範囲が変化し、その研究が複雑化している

ことにある6。憲法の研究の変遷を俯瞰してみると、先述しただけでも論者により様々な角度からなさ

れており、一概にその整理することは難しい。単純に国際法の枠組みの中に存在している法とそうで

ないものとに分けた場合であっても、後者については、プログラム法、即席慣習法、野生の慣習、非

拘束的合意、行動指針等名称で様々な用語が用いられている。国内法だけで見ても、ソフトローの存

                                                   
6 例えば、東京大学 21世紀COEプログラムの活動がある（http://www.j.u-tokyo.ac.jp/gcoe） 
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在は、ハードローその区別曖昧について、その議論自体、新しいものではないが、例えば、法が慣習

法体とした性格のものとすれば、マオリ人に関係したその多くの法がソフトローとする見方もできる

であろう。ワイタンギ審判所の審判等を十分に精査した上で、ニュージーランドの法的特殊性を今後

は検討課題としたい。 
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